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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、
　前記第１及び第２の基板間に封入された液晶と、
　前記第１の基板に形成されたゲートバスライン及びデータバスラインと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインに接続された薄膜トランジスタと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより区画される画素領域内に形成さ
れた複数の副画素電極と、
　前記複数の副画素電極のうちの少なくとも１つと容量結合し、前記データバスラインか
ら前記薄膜トランジスタを介して表示電圧が印加される制御電極とを有する液晶表示装置
において、
　前記制御電極と容量結合した副画素電極と前記ゲートバスライン及び前記データバスラ
インのうちの少なくとも一方のバスラインとの間を電気的にシールドするシールド部材を
有することを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１画素領域内に複数の副画素電極を有する液晶表示装置に関し、特に副画素
電極のうちの少なくとも１つが表示電圧が印加される制御電極と容量結合した液晶表示装
置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）に比べて薄くて軽量であり、低電圧で駆
動できて消費電力が小さいという利点がある。そのため、液晶表示装置は、テレビ、ノー
ト型ＰＣ（パーソナルコンピュータ）、ディスクトップ型ＰＣ、ＰＤＡ（携帯端末）及び
携帯電話など、種々の電子機器に使用されている。特に、各画素（サブピクセル）毎にス
イッチング素子としてＴＦＴ（Thin Film Transistor：薄膜トランジスタ）を設けたアク
ティブマトリクス型液晶表示装置は、その駆動能力の高さからＣＲＴにも匹敵する優れた
表示特性を示し、ディスクトップ型ＰＣやテレビなど、従来ＣＲＴが使用されていた分野
にも広く使用されるようになった。
【０００３】
　一般的に、液晶表示装置は、２枚の基板と、これらの基板間に封入された液晶とにより
構成されている。一方の基板には画素毎に画素電極及びＴＦＴ等が形成され、他方の基板
には画素電極に対向するカラーフィルタと、各画素共通のコモン（共通）電極とが形成さ
れている。カラーフィルタには赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の３種類があり、
画素毎にいずれか１色のカラーフィルタが配置されている。隣接して配置された赤色（Ｒ
）、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の３つの画素で１つのピクセル（Pixel ）を構成する。以
下、画素電極及びＴＦＴが形成された基板をＴＦＴ基板と呼び、ＴＦＴ基板に対向して配
置される基板を対向基板と呼ぶ。また、ＴＦＴ基板と対向基板との間に液晶を封入してな
る構造物を液晶パネルという。
【０００４】
　従来は、２枚の基板間に水平配向型液晶（誘電率異方性が正の液晶）を封入し、液晶分
子をツイスト配向させるＴＮ（Twisted Nematic ）型液晶表示装置が広く使用されていた
。しかし、ＴＮ型液晶表示装置には視野角特性が悪く、画面を斜め方向から見たときにコ
ントラストや色調が大きく変化するという欠点がある。このため、視野角特性が良好なＭ
ＶＡ（Multi-domain Vertical Alignment ）型液晶表示装置が開発され、実用化されてい
る。
【０００５】
　図１（ａ），（ｂ）は、ＭＶＡ型液晶表示装置の一例を示す模式断面図である。ＴＦＴ
基板１０及び対向基板２０はスペーサ（図示せず）を挟んで配置されており、これらの基
板１０，２０の間には垂直配向型液晶（誘電率異方性が負の液晶）３０が封入されている
。ＴＦＴ基板１０の画素電極１２には、電圧印加時の液晶分子の傾斜方向を決めるドメイ
ン規制用構造物として、スリット１２ａが設けられている。この画素電極１２の表面は、
例えばポリイミドからなる垂直配向膜１４に覆われている。
【０００６】
　対向基板２０のコモン電極２２の下には、ドメイン規制用構造物として複数の土手状の
突起２３が形成されている。これらの突起２３は、図１（ａ）に示すように、基板１０側
のスリット１２ａに対し斜め方向にずれた位置に配置されている。コモン電極２２及び突
起２３の表面も、例えばポリイミドからなる垂直配向膜２４に覆われている。
【０００７】
　ＴＦＴ基板１０の下側及び対向基板２０の上側にはそれぞれ偏光板（図示せず）が配置
される。これらの偏光板は、吸収軸を相互に直交させて配置される。
【０００８】
　このように構成されたＭＶＡ型液晶表示装置において、画素電極１２とコモン電極２２
との間に電圧を印加しない状態では、図１（ａ）に示すように、殆どの液晶分子３０ａは
基板面に対し垂直に配向する。但し、突起２３の近傍の液晶分子３０ａは、突起２３の傾
斜面に垂直な方向に配向する。この場合、ＴＦＴ基板１０の下側から偏光板を通って液晶
層に進入した光は、偏光方向が変化することなく液晶層を通過し、対向基板側２０の上側
の偏光板により遮断される。すなわち、この場合は黒表示となる。
【０００９】
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　画素電極１２とコモン電極２２との間に所定の電圧を印加すると、電界の影響により液
晶分子３０ａは基板面に対し斜めに配向する。この場合に、図１（ｂ）に示すように、ス
リット１２ａ及び突起２３の両側では液晶分子３０ａの傾斜方向が異なり、いわゆる配向
分割（マルチドメイン）が達成される。この図１（ｂ）に示すように液晶分子３０ａが基
板面に対し斜めに配向したときは、ＴＦＴ基板１０の下側から偏光板を通って液晶層に進
入した光は、液晶層で偏光方向が変化し、対向基板２０の上側の偏光板を通過するように
なる。偏光板を通過する光の量は、画素電極１２とコモン電極２２との間に印加される電
圧に依存する。
【００１０】
　また、ＭＶＡ型液晶表示装置では、図１（ｂ）に示すように、電圧を印加したときの液
晶分子３０ａの傾斜方向がスリット１２ａ及び突起２３の両側で異なるので、斜め方向へ
の光の漏れが抑制され、優れた視野角特性が得られる。
【００１１】
　上記の例ではドメイン規制用構造物が突起及びスリットの場合について説明したが、基
板表面の窪み（溝）をドメイン規制用構造物とすることもある。また、図１（ａ），（ｂ
）ではＴＦＴ基板１０及び対向基板２０の両方にドメイン規制用構造物を設けた例につい
て説明したが、ＴＦＴ基板１０及び対向基板２０のうちのいずれか一方のみにドメイン規
制用構造物を形成してもよい。
【００１２】
　ところで、従来のＭＶＡ型液晶表示装置では、画面を斜め方向から見たときに白っぽく
なる現象が発生する。図２は、横軸に印加電圧（Ｖ）をとり、縦軸に透過率をとって、画
面を正面から見たときのＴ－Ｖ（透過率－電圧）特性と、上６０°の方向から見たときの
Ｔ－Ｖ特性とを示す図である。この図２に示すように、しきい値電圧よりも若干高い電圧
を画素電極に印加したとき（図中丸で囲んだ部分）には、斜め方向から見たときの透過率
が正面から見たときの透過率よりも高くなる。また、印加電圧がある程度高くなると、斜
め方向から見たときの透過率は、正面から見たときの透過率よりも低くなる。このため、
斜め方向から見たときには赤色画素、緑色画素及び青色画素の輝度差が小さくなり、その
結果前述したように画面が白っぽくなる現象が発生する。この現象は、白茶け（discolor
）と呼ばれている。白茶けは、ＭＶＡ型液晶表示装置だけでなく、ＴＮ型液晶表示装置で
も発生する。
【００１３】
　米国特許第４８４０４６０号の明細書には、１つの画素を複数の副画素に分割して、そ
れらの副画素を容量結合することが提案されている。このような液晶表示装置では、各副
画素の容量比によって電位が分割されるため、各副画素に相互に異なる電圧を印加するこ
とができる。従って、見かけ上、１つの画素にＴ－Ｖ特性のしきい値が異なる複数の領域
が存在することになる。このように１つの画素にＴ－Ｖ特性のしきい値が異なる複数の領
域が存在すると、正面から見たときの透過率よりも斜め方向から見たときの透過率が高く
なる現象が抑制され、その結果画面が白っぽくなる現象（白茶け）も抑制される。このよ
うに１つの画素を容量結合した複数の副画素に分割して表示特性を改善する方法は、容量
結合によるＨＴ（ハーフトーングレースケール）法と呼ばれる。なお、米国特許第４８４
０４６０号の明細書に記載された液晶表示装置は、ＴＮ型液晶表示装置である。
【００１４】
　図３は容量結合によるＨＴ法を実現する液晶表示装置のＴＦＴ基板の一例を示す平面図
、図４は図３のＩ－Ｉ線による断面図である。
【００１５】
　ＴＦＴ基板のベースとなるガラス基板５１の上には、水平方向（Ｘ方向）に延びる複数
のゲートバスライン５２と、垂直方向（Ｙ方向）に延びる複数のデータバスライン（ドレ
インバスライン）５５とが形成されている。これらのゲートバスライン５２及びデータバ
スライン５５により区画される矩形の領域がそれぞれ画素領域である。また、ガラス基板
５１の上には、ゲートバスライン５２と平行に配置され、各画素領域の中央を横断する補
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助容量バスライン５３が形成されている。
【００１６】
　ゲートバスライン５２及び補助容量バスライン５３とデータバスライン５５との間には
第１の絶縁膜５４が形成されており、この第１の絶縁膜５４によりゲートバスライン５２
及び補助容量バスライン５３とデータバスライン５５との間が電気的に分離されている。
【００１７】
　各画素領域には、ＴＦＴ５６と、制御電極５７と、補助容量電極５８と、副画素電極６
１ａ，６１ｂとが形成されている。ＴＦＴ５６は、図３に示すようにゲートバスライン５
２の一部をゲート電極としている。また、図４に示すように、ＴＦＴ５６の活性層となる
半導体膜５６ａはゲートバスライン５２の上方に形成されており、この半導体膜５６ａの
上にはチャネル保護膜５６ｂが形成されている。
【００１８】
　ＴＦＴ５６のドレイン電極５６ｄはデータバスライン５５に接続しており、ソース電極
５６ｓはゲートバスライン５２を挟んでドレイン電極５６ｄに対向する位置に配置されて
いる。更に、補助容量電極５８は第１の絶縁膜５４を挟んで補助容量バスライン５３に対
向する位置に形成されている。更にまた、制御電極５７は、図３に示すように、配線５９
を介してソース電極５６ｓと補助容量電極５８とに電気的に接続されている。
【００１９】
　これらのデータバスライン５５、ＴＦＴ５６、制御電極５７、補助容量電極５８及び配
線５９は第２の絶縁膜６０に覆われており、副画素電極６１ａ，６１ｂは第２の絶縁膜６
０上に形成されている。副画素電極６１ａは、第２の絶縁膜６０を挟んで制御電極５７と
容量結合している。また、副画素電極６１ｂは、第２の絶縁膜６０に形成されたコンタク
トホール６０ａを介して補助容量電極５８と電気的に接続している。副画素電極６１ａ，
６１ｂの表面は配向膜６２に覆われている。
【００２０】
　一方、対向基板は、図４に示すように、ベースとなるガラス基板７１の一方の面側（図
４では下側）に形成されたカラーフィルタ７２と、カラーフィルタ７２の面上に形成され
たコモン電極７３と、コモン電極７３の表面を覆う配向膜７４とを備えている。
【００２１】
　これらのＴＦＴ基板及び対向基板はスペーサ（図示せず）を挟んで配置される。そして
、ＴＦＴ基板と対向基板との間には液晶８０が封入される。
【００２２】
　透過型液晶表示装置の場合、副画素電極６１ａ，６１ｂはＩＴＯ（Indium-Tin Oxide）
等の透明導電体により形成される。また、反射型液晶表示装置の場合、副画素電極６１ａ
，６１ｂはアルミニウム等の反射率が高い材料により形成される。
【００２３】
　図５は、上述したＴＦＴ基板を備えた液晶表示装置の１画素を示す等価回路図である。
この図５において、ＣLC1 は副画素電極６１ｂとコモン電極７３とにより構成される容量
であり、Ｃｓは補助容量電極５８と補助容量バスライン５３とにより構成される容量であ
り、ＣC は副画素電極６１ａと制御電極５７とにより構成される容量であり、ＣLC2 は副
画素電極６１ａとコモン電極７３とにより構成される容量である。この図５に示すように
、副画素電極６１ａとコモン電極７３との間の容量ＣLC2 と制御容量ＣC とで分圧される
ため、副画素電極６１ｂに印加される電圧をＶpx1 とすると、副画素電極６１ａに印加さ
れる電圧Ｖpx2 は下記（１）式に示すようになる。
【００２４】
【数１】

　実際の電圧比（Ｖpx2 ／Ｖpx1 ）は液晶表示装置の表示特性の設計事項であるが、およ
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そ０．６～０．８が理想的であるとされている。
【００２５】
　以下、副画素電極６１ａのように容量結合を介して表示電圧が印加される副画素電極を
、フローティング副画素電極という。また、副画素電極６１ｂのように低抵抗の導電体（
配線等）を介してＴＦＴに電気的に接続された副画素電極を、ＴＦＴに直結した副画素電
極という。
【００２６】
　特許第３０７６９３８号の明細書（特開平５－６６４１２号公報）には、図６に示すよ
うに、画素電極を複数（図６では４つ）の副画素電極９１ａ～９１ｄに分割し、各副画素
電極９１ａ～９１ｄの下方に絶縁膜を介して制御電極９２ａ～９２ｄをそれぞれ配置した
ＴＮ型液晶表示装置が開示されている。この液晶表示装置では、ＴＦＴ９０を介して制御
電極９２ａ～９２ｄに表示電圧が印加される。各副画素電極９１ａ～９１ｄの大きさは相
互に異なっているので、副画素電極９１ａ～９１ｄに印加される電圧も相互に異なり、Ｈ
Ｔ法による効果、すなわち白茶けを抑制する効果を得ることができる。なお、この液晶表
示装置では、副画素電極９１ａ～９１ｄの間から光が漏れることを防止するために、副画
素電極９１ａ～９１ｄの間にも制御電極９３を配置している。
【特許文献１】米国特許第４８４０４６０号明細書
【特許文献２】特許第３０７６９３８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　しかしながら、本願発明者等の実験研究により、上述した従来のフローティング副画素
電極を有する液晶表示装置では焼き付きにより表示特性が劣化することが判明した。
【００２８】
　図７（ａ）～（ｃ）及び図８は、焼き付きの程度を測定する試験方法を示す模式図であ
る。まず、液晶表示装置に、図７（ａ）に示すような白黒のチェッカーパターンを一定時
間連続して表示する。その後、液晶表示装置の全面に、図７（ｂ）に示すような中間調の
表示を行う。このとき、画面に焼き付きが発生すると、図７（ｃ）に示すように、チェッ
カーパターンが薄く見える。チェッカーパターンの表示から中間調の表示に切り替えた後
、例えば図７（ｃ）のＸ－Ｘ線に沿って輝度を測定する。そして、図８に示すように暗い
部分の輝度をａ、暗い部分と明るい部分との輝度差をｂとしたときに、１００×ｂ／（ａ
＋ｂ）で定義される焼き付き率を計算する。
【００２９】
　上記の方法により、フローティング副画素電極を有しない液晶表示装置の焼き付き率と
フローティング副画素電極を有する液晶表示装置の焼き付き率を測定した。その結果、フ
ローティング副画素電極を有しない液晶表示装置の焼き付き率が５％以下であるのに対し
、フローティング副画素電極を有する液晶表示装置の焼き付き率は１０％以上と高いもの
であった。
【００３０】
　以上から、本発明の目的は、容量結合ＨＴ法を使用して白茶けを抑制する液晶表示装置
において、焼き付きの発生を回避できる液晶表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　上記した課題は、相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、前記第１及び第２
の基板間に封入された液晶と、前記第１の基板に形成されたゲートバスライン及びデータ
バスラインと、前記ゲートバスライン及び前記データバスラインに接続された薄膜トラン
ジスタと、前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより区画される画素領域内
に形成された複数の副画素電極と、前記複数の副画素電極のうちの少なくとも１つと容量
結合し、前記データバスラインから前記薄膜トランジスタを介して表示電圧が印加される
制御電極とを有する液晶表示装置において、前記制御電極と容量結合した副画素電極と前



(6) JP 4361844 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

記ゲートバスライン及び前記データバスラインのうちの少なくとも一方のバスラインとの
間を電気的にシールドするシールド部材を有する液晶表示装置により解決する。
【００３２】
　本発明においては、制御電極と容量結合した副画素電極とゲートバスライン及びデータ
バスラインのうちの少なくとも一方のバスラインとの間を、例えば一定の電位に保持され
る補助容量バスラインに接続されたシールド部材により電気的にシールドする。このよう
に、制御電極と容量結合した副画素電極をシールド部材でシールドすることにより、ゲー
トバスライン又はデータバスラインから副画素電極への電荷の注入が回避され、その結果
焼き付きが防止される。
【００３３】
　シールド部材として、ＴＦＴに直結された副画素電極を使用することもできる。例えば
制御電極と容量結合した副画素電極とゲートバスラインとの間にＴＦＴに直結した副画素
電極を配置することにより、ゲートバスラインから制御電極と容量結合した副画素電極へ
電荷が注入されることを回避できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下、本発明について、更に詳細に説明する。
【００４４】
　通常、液晶表示装置の焼き付きは、ゲートバスライン及びデータバスライン等に流れる
信号に直流電圧成分が存在し、白表示時と黒表示時とで液晶層のＣＲ値（液晶容量及び液
晶抵抗の値）が変化することが原因である。以下に、フローティング副画素電極を有する
液晶表示装置で焼き付きが発生する理由について説明する。
【００４５】
　図９はフローティング副画素電極を備えた液晶表示装置の１画素を示す平面図であり、
図１０（ａ）は図９のII－II線の位置における模式断面図、図１０（ｂ）は図９のIII －
III 線の位置における模式断面図、図１０（ｃ）は図９のＩＶ－ＩＶ線の位置における模
式断面図、図１０（ｄ）は図９のＶ－Ｖ線の位置における模式断面図である。
【００４６】
　図９に示す液晶表示装置においては、図１０（ａ）に示すように、副画素電極（フロー
ティング副画素電極）６１ａとコモン電極７３との間に、ＣLC2 とＲLC2 とが並列に接続
されているとみなすことができる。ここで、ＣLC2 は副画素電極６１ａとコモン電極７３
との間の容量であり、ＲLC2 は副画素電極６１ａとコモン電極７３との間の抵抗である。
【００４７】
　また、副画素電極６１ａとゲートバスライン５２との間にも、Ｃgpx2とＲgoffとが並列
に接続されているとみなすことができる。ここで、Ｃgpx2は副画素電極６１ａとゲートバ
スライン５２との間の容量であり、Ｒgoffは副画素電極６１ａとゲートバスライン５２と
の間の抵抗である。
【００４８】
　一方、副画素電極（ＴＦＴ５６に直結した副画素電極）６１ｂとコモン電極７３との間
にも、図１０（ｂ）に示すように、ＣLC1 とＲLC1 とが並列に接続されているとみなすこ
とができる。ここで、ＣLC1 は副画素電極６１ｂとコモン電極７３との間の容量であり、
ＲLC1 は副画素電極６１ｂとコモン電極７３との間の抵抗である。
【００４９】
　また、副画素電極６１ｂとゲートバスライン５２との間には、Ｃgpx1とＲgpx1とが並列
に接続されているとみなすことができる。ここで、Ｃgpx1は副画素電極６１ｂとゲートバ
スライン５２との間の容量であり、Ｒgpx1は副画素電極６１ｂとゲートバスライン５２と
の間の抵抗である。
【００５０】
　ゲートバスライン５２には、１フィールド期間の殆どの時間、ＴＦＴ５６をオフ状態に
維持するために、コモン電極７３の電位に対し－１２Ｖ程度低い直流電圧（Ｖgoff）が印
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６１ａ，６１ｂに蓄積される。しかし、通常、１フィールド毎に１回づつＴＦＴ５６がオ
ンになって副画素電極６１ｂとデータバスライン５５とが電気的に接続されるため、副画
素電極６１ｂではＴＦＴ５６がオフの期間に蓄積された電荷がデータバスライン５５に流
れ、直流電圧成分は残留しない。一方、副画素電極６１ａでは、ＴＦＴ５６がオンになっ
ても副画素電極６１ａに蓄積された電荷はそのまま保持される。このため、副画素電極６
１ａには直流電圧成分が残留する。
【００５１】
　図１０（ｃ）に示すように、副画素電極６１ａとデータバスライン５５との間には、Ｃ

dpx2とＲdpx2とが並列に接続されているとみなすことができる。ここで、Ｃdpx2は副画素
電極６１ａとデータバスライン５５との間の容量であり、Ｒdpx2は副画素電極６１ａとデ
ータバスライン５５との間の抵抗である。
【００５２】
　また、図１０（ｄ）に示すように、副画素電極６１ｂとデータバスライン５５との間に
も、Ｃdpx1とＲdpx1とが並列に接続されているとみなすことができる。ここで、Ｃdpx1は
副画素電極６１ｂとデータバスライン５５との間の容量であり、Ｒdpx1は副画素電極６１
ｂとデータバスライン５５との間の抵抗である。
【００５３】
　データバスライン５５には、フィードスルー電圧を補償するために、コモン電極７３の
電位に対し１～２Ｖ程度高い直流電圧を表示信号（交流信号）に重畳させている。この直
流電圧に応じた電荷も、容量Ｃdpx2と抵抗Ｒdpx2とを介して副画素電極６１ａに蓄積され
る。
【００５４】
　しかし、前述したように、１フィールド毎に１回づつＴＦＴ５６がオンになって、副画
素電極６１ｂとデータバスライン５５とが電気的に接続されるため、副画素電極６１ｂで
はＴＦＴ５６がオフの期間に蓄積された電荷がオンの期間にデータバスライン５５に流れ
る。このため、副画素電極６１ｂには直流電圧成分は残留しない。一方、副画素電極６１
ａでは、ＴＦＴ５６がオンになっても、副画素電極６１ａに蓄積された電荷はそのまま保
持される。このため、副画素電極６１ａには直流電圧成分が残留する。
【００５５】
　このように、ＴＦＴ５６に直結した副画素電極６１ｂでは直流電圧成分の蓄積は殆どな
いのに対し、フローティング副画素電極６１ａでは電荷が蓄積されて直流電圧成分が残留
する。
【００５６】
　次に、フローティング副画素電極に蓄積された電荷と焼き付きとの関係について説明す
る。
【００５７】
　図１１は、フローティング副画素電極により構成される副画素の等価回路を示す図であ
る。制御電極とコモン電極との間の直流電圧成分をΔＶｓとし、フローティング副画素電
極の電荷量をＱ、コモン電極の電荷量をＱ１、制御電極の電荷量をＱ２とする。過渡状態
が終了し定常状態にあるときのＱ１，Ｑ２，Ｑは、下記（２）式に示すようになる。
【００５８】
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【数２】

　制御電極とコモン電極との間の直流電圧成分ΔＶｓが取り除かれても、下記（３）式に
示す直流電圧成分ΔＶLC2 が液晶層に残留する。
【００５９】

【数３】

　副画素電極の面積をＳ、セル厚をｄとすると、液晶容量ＣLC2 は、ＣLC2 ＝ε（Ｓ／ｄ
）で表される。ここで、εは液晶の誘電率である。液晶分子が基板面に垂直に配向してい
るときの誘電率と水平に配向しているときの誘電率とは異なるため、チェッカーパターン
の白部分を表示している画素と黒部分を表示している画素では液晶容量の値が異なり、そ
の結果液晶層に印加される直流電圧成分ΔＶLC2 の値も異なる。チェッカーパターンの表
示から中間調の表示に切り替えても液晶層に残留する直流電圧成分は直ぐには変化しない
ため、白を表示していた画素と黒を表示していた画素とでは液晶層に印加される電圧が異
なる。このため、白を表示していた画素と黒を表示していた画素とでは光の透過率が異な
り、焼き付きが発生する。なお、このような原因で発生した焼き付きは副画素電極と制御
電極及びコモン電極との間の時定数に応じた時間で減少するが、表示品質を向上させるた
めには焼き付きをできるだけ少なくすることが必要である。
【００６０】
　図１２は、横軸に制御電極とコモン電極との間の直流電圧成分ΔＶｓをとり、縦軸に液
晶層に残留する直流電圧成分ΔＶLC2 をとって、液晶層に表示電圧が印加されたとき（液
晶ＯＮ）のΔＶｓとΔＶLC2 との関係と、液晶層に表示電圧が印加されていないとき（液
晶ＯＦＦ）のΔＶｓとΔＶLC2 との関係とを示す図である。但し、ここでは、図９に示す
構造の液晶表示装置を想定しており、画素ピッチを１２５μｍ、制御電極５８と容量結合
した副画素電極６１ａとＴＦＴ５６に直結した副画素電極６１ｂとの面積比を３：７、副
画素電極（フローティング副画素電極）６１ａに印加される表示電圧と副画素電極（ＴＦ
Ｔに直結した副画素電極）６１ｂに印加される表示電圧との比を０．７２として計算して
いる。
【００６１】
　この図１２からわかるように、制御電極とコモン電極との間の直流電圧成分ΔＶｓの数
倍の電圧が液晶層に印加されてしまう。このため、制御電極とコモン電極との間の直流電
圧成分Ｖｓを小さくしても、焼き付きを抑制する効果は小さい。
【００６２】
　本願発明者等は、焼き付けを防止するためには、次のいずれかの対策をとることが必要
であると考えた。
【００６３】
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　（１）直流電圧成分を有する信号が流れるバスライン（ゲートバスライン及びデータバ
スライン）とフローティング副画素電極との間を電気的にシールドして、フローティング
副画素電極への電荷の蓄積を抑制する。
【００６４】
　（２）ゲートバスラインに流れる信号が有する直流電圧成分とデータバスラインに流れ
る信号が有する直流電圧成分とは逆極性である。これら２つの直流電圧成分の影響が打ち
消し合うようにフローティング副画素電極とゲートバスライン及びデータバスラインとの
間の抵抗を最適化する。
【００６５】
　（３）フローティング副画素電極と制御電極との間の抵抗を小さくすると、液晶層に残
留する直流電圧成分が小さくなる。しかし、フローティング副画素電極と制御電極との間
の抵抗を小さくしすぎると、白茶けを抑制する効果が得られなくなる。白茶け及び焼き付
きが発生しないように、フローティング副画素電極と制御電極との間の抵抗を最適化する
。
【００６６】
　（４）フローティング副画素電極に蓄積された電荷を一定の周期でデータバスライン又
は補助容量バスライン等に流す。
【００６７】
　（５）フローティング副画素電極とコモン電極との間の容量（液晶容量）と並列に補助
容量を形成して、液晶容量の変化の影響を小さくする。
【００６８】
　以下、これらの対策を施した本発明の実施形態の液晶表示装置について説明する。
【００６９】
　（第１の実施形態）
　図１３は本発明の第１の実施形態に係る液晶表示装置を示す平面図、図１４（ａ）は図
１３のＶＩ－ＶＩ線による断面図、図１４（ｂ）は図１３のＶII－ＶII線による断面図で
ある。
【００７０】
　ＴＦＴ基板のベースとなるガラス基板１１１の上には、水平方向（Ｘ方向）に延びる複
数のゲートバスライン１１２と垂直方向（Ｙ方向）に延びる複数のデータバスライン１１
５とが形成されている。これらのゲートバスライン１１２及びデータバスライン１１５に
より区画される矩形の領域がそれぞれ画素領域である。また、ガラス基板１１１の上には
、ゲートバスライン１１２と平行に配置され、各画素領域の中央を横断する補助容量バス
ライン１１３が形成されている。
【００７１】
　ゲートバスライン１１２及び補助容量バスライン１１３とデータバスライン１１５との
間には、例えばＳｉＮ又はＳｉＯ2 等の絶縁材料よりなる第１の絶縁膜１１４が形成され
ており、この第１の絶縁膜１１４によりゲートバスライン１１２及び補助容量バスライン
１１３とデータバスライン１１５との間が電気的に分離されている。
【００７２】
　各画素領域には、ＴＦＴ１１６と、接続電極１１７ａ，１１７ｂと、制御電極１１８と
、ＩＴＯ等の透明導電体からなる副画素電極１２１ａ～１２１ｃとが形成されている。制
御電極１１８は補助容量バスライン１１５及び第１の絶縁膜１１４とともに補助容量電極
を構成している。ＴＦＴ１１６は図１３に示すようにゲートバスライン１１２の一部をゲ
ート電極としている。また、図１４（ａ）に示すように、ＴＦＴ１１６の活性層となる半
導体膜１１６ａはゲートバスライン１１２の上方に形成されており、この半導体膜１１６
ａの上にはチャネル保護膜１１６ｂが形成されている。
【００７３】
　ＴＦＴ１１６のドレイン電極１１６ｄはデータバスライン１１５に接続しており、ソー
ス電極１１６ｓはゲートバスライン１１２を挟んでドレイン電極１１６ｄに対向する位置
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に配置されている。また、制御電極１１８は第１の絶縁膜１１４を挟んで補助容量バスラ
イン１１３に対向する位置に形成されている。接続電極１１７ａは副画素電極１２１ａの
下方に配置されており、接続電極１１７ｂは副画素電極１２１ｃの下方に配置されている
。これらの接続電極１１７ａ，１１７ｂ及び制御電極１１８は、配線１１９を介してソー
ス電極１１６ｓに接続されている。
【００７４】
　データバスライン１１５、ＴＦＴ１１６、接続電極１１７ａ，１１７ｂ、制御電極１１
８及び配線１１９は、ＳｉＮ又は絶縁性樹脂等からなる第２の絶縁膜１２０により覆われ
ており、この第２の絶縁膜１２０の上に副画素電極１２１ａ～１２１ｃが形成されている
。図１３に示すように、副画素電極（フローティング副画素電極）１２１ｂは画素領域の
中央に配置されており、制御電極１１８と容量結合している。また、副画素電極１２１ａ
は副画素電極１２１ｂと上側のゲートバスライン１１２との間に配置され、副画素電極１
２１ｃは副画素電極１２１ｂと下側のゲートバスライン１１２との間に配置されている。
これらの副画素電極１２１ａ，１２１ｃは、コンタクトホール１２０ａ，１２０ｂ、接続
電極１１７ａ，１１７ｂ及び配線１１９を介してＴＦＴ１１６のソース電極１１６ｓに電
気的に接続されている。また、副画素電極１２１ａ～１２１ｃの表面は、例えばポリイミ
ドからなる配向膜１２２に覆われている。
【００７５】
　なお、ゲートバスライン１１２及び補助容量バスライン１１３は、例えばＣｒ膜又はＡ
ｌ－Ｔｉ積層膜をフォトリソグラフィ法によりパターニングして同時に形成される。また
、データバスライン１１５、ソース電極１１６ｓ、ドレイン電極１１６ｄ及び制御電極１
１８は、例えばＴｉ－Ａｌ－Ｔｉ積層膜をフォトリソグラフィ法によりパターニングして
同時に形成される。
【００７６】
　一方、対向基板は、図１４（ａ），（ｂ）に示すように、ベースとなるガラス基板１３
１の一方の面側（図１４（ａ），（ｂ）では下側）に形成されたカラーフィルタ１３２と
、カラーフィルタ１３２の面上に形成されたコモン電極１３３と、コモン電極１３３の表
面を覆う配向膜１３４とを備えている。コモン電極１３３はＩＴＯ等の透明導電体により
形成され、配向膜１３４は例えばポリイミドにより形成される。
【００７７】
　ＴＦＴ基板と対向基板とはそれぞれ配向膜が形成された面を内側にして配置され、スペ
ーサを挟んで接合される。そして、これらのＴＦＴ基板と対向基板との間には液晶１４０
が封入されている。
【００７８】
　上述のように構成された第１の実施形態の液晶表示装置において、副画素電極１２１ａ
，１２１ｃはＴＦＴ１１６に電気的に接続しているので、ＴＦＴ１１６がオンになるとデ
ータバスライン１１５に接続される。このため、ＴＦＴ１１６がオフの期間にゲートバス
ライン１１２に流れる信号の直流電圧成分により副画素電極１２１ａ，１２１ｂに電荷が
蓄積されても、これらの電荷はＴＦＴ１１６がオンの期間にデータバスライン１１５に流
れ、電荷の蓄積が回避される。従って、これらの副画素電極１２１ａ，１２１ｂでは焼き
付きが発生しない。
【００７９】
　一方、制御電極１１８と容量結合した副画素電極（フローティング副画素電極）１２１
ｂは、ゲートバスライン１１２から離れているとともに、ゲートバスライン１１２との間
に副画素電極１２１ａ，１２１ｃが介在しているので、ゲートバスライン１１２に流れる
信号の直流電圧成分によるフローティング副画素電極１２１ｂへの電荷の蓄積が極めて少
ない。これにより、焼き付きの発生が回避され、良好な表示品質が得られる。
【００８０】
　（変形例１）
　図１５は第１の実施形態の変形例１の液晶表示装置を示す平面図、図１６は図１５のＶ
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III －ＶIII 線による断面図である。これらの図１５，図１６において、図１３，図１４
と同一物には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【００８１】
　図１５，図１６に示す変形例１の液晶表示装置においては、１画素内に２つの副画素電
極１３６ａ，１３６ｂが設けられている。また、副画素電極１３６ａの下方には第２の絶
縁膜１２０を挟んで制御電極１３２が設けられており、副画素電極１３６ａは制御電極１
３２と容量結合している。
【００８２】
　補助容量バスライン１１３の上方には補助容量電極１３４が設けられており、この補助
容量電極１３４はコンタクトホール１３５を介して副画素電極１３６ｂと電気的に接続さ
れている。また、補助容量電極１３４及び制御電極１３２は、配線１３３を介してＴＦＴ
１１６のソース電極１１６ｓに電気的に接続されている。
【００８３】
　更に、副画素電極１３６ａとデータバスライン１１５との間には、補助容量バスライン
１１３から延び出したシールドパターン１３１ａ，１３１ｂが配置されている。補助容量
バスライン１１３は、コモン電極１３３と同電位、又はコモン電極１３３の電位に対し一
定の電位に維持される。
【００８４】
　この変形例１の液晶表示装置においては、フローティング副画素電極１３６ａとデータ
バスライン１１５との間に補助容量バスライン１１３と同電位に維持されるシールドパタ
ーン１３１ａ，１３１ｂが配置されているので、データバスライン１１５に流れる信号の
直流成分によるフローティング副画素電極１３６への電荷の蓄積が抑制される。これによ
り、焼き付きが抑制されるという効果を奏する。
【００８５】
　（変形例２）
　図１７は第１の実施形態の変形例２の液晶表示装置を示す平面図、図１８は図１７のＩ
Ｘ－ＩＸ線による断面図である。これらの図１７，図１８において、図１５，図１６と同
一物には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【００８６】
　図１７，図１８に示す変形例２の液晶表示装置においては、フローティング副画素電極
１３６ａとデータバスライン１１５との間に、副画素電極１３６ａと同じ層に形成された
シールドパターン１３８ａ，１３８ｂが配置されている。これらのシールドパターン１３
８ａ，１３８ｂは、第１及び第２の絶縁膜１１４，１２０に形成されたコンタクトホール
１３７ａ，１３７ｂを介して補助容量バスライン１１３に電気的に接続されている。補助
容量バスライン１１３は、変形例１の液晶表示装置と同様に、コモン電極１３３と同電位
、又はコモン電極１３３の電位に対し一定の電位に維持される。
【００８７】
　図１５，図１６に示す変形例１の液晶表示装置ではシールドパターン１３１ａ，１３１
ｂがデータバスライン１１５及び副画素電極１３６ａよりも下層に形成されているのに対
し、変形例２の液晶表示装置ではシールドパターン１３８ａ，１３８ｂが副画素電極１３
６ａと同じ層に形成されている。このため、変形例２の液晶表示装置では第１の絶縁膜１
１４の抵抗成分がなくなり、変形例１の液晶表示装置に比べて副画素電極１３６ａをデー
タバスライン１１５からシールドする効果が大きい。これにより、変形例２の液晶表示装
置に比べて焼き付きをより一層確実に回避することができる。
【００８８】
　（変形例３）
　図１９は第１の実施形態の変形例３の液晶表示装置を示す平面図、図２０は図１９のＸ
－Ｘ線による断面図である。これらの図１９，図２０において、図１５，図１６と同一物
には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【００８９】



(12) JP 4361844 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

　図１９，図２０に示す変形例３の液晶表示装置においては、フローティング副画素電極
１３６ａとデータバスライン１１５との間に、補助容量バスライン１１３から延びるシー
ルドパターン１３１ａ，１３１ｂと、副画素電極１３６ａと同じ層に形成されたシールド
パターン１４２ａ，１４２ｂとが配置されている。シールドパターン１４２ａ，１４２ｂ
は、第１及び第２の絶縁膜１１４，１２０に形成されたコンタクトホール１４１ａ，１４
１ｂを介してシールドパターン１３１ａ，１３１ｂに電気的に接続されている。
【００９０】
　この変形例３の液晶表示装置においても、フローティング副画素電極１３６ａとデータ
バスライン１１５との間にシールドパターン１３１ａ，１３１ｂ，１４２ａ，１４２ｂが
形成されているので、データバスライン１１５に流れる直流電圧成分によるフローティン
グ副画素電極１３６への電荷の蓄積が抑制され、焼き付きを回避することができる。
【００９１】
　（変形例４）
　図２１は、第１の実施形態の変形例４の液晶表示装置を示す平面図である。この図２１
において、図１５と同一物には同一符号を付してその詳しい説明は省略する。
【００９２】
　図２１に示す変形例４の液晶表示装置においては、フローティング副画素電極１３６ａ
の周囲を、補助容量バスライン１１３と同じ層に形成されて補助容量バスライン１１３に
接続したシールドパターン１４３が囲んでいる。
【００９３】
　この変形例４の液晶表示装置においては、データバスライン１１５に流れる信号に含ま
れる直流電圧成分だけでなく、データバスライン１１２に流れる信号に含まれる直流電圧
成分もシールドすることができるので、変形例１の液晶表示装置に比べて焼き付きをより
一層確実に回避できるという効果を奏する。
【００９４】
　（変形例５）
　図２２は、第１の実施形態の変形例５の液晶表示装置を示す平面図である。この図２２
において、図１３と同一物には同一符号を付して、その詳しい説明を省略する。
【００９５】
　図２２に示す液晶表示装置では、フローティング副画素電極１２１ｂと図２２の上側及
び下側に示すゲートバスライン１１２との間に副画素電極１２１ａ，１２１ｃが配置され
ている。これらの副画素電極１２１ａ，１２１ｃは、コンタクトホール１２０ａ，１２０
ｂ及び配線１１９を介してＴＦＴ１１６と電気的に接続されている。また、フローティン
グ副画素電極１２１ｂと図２２の右側及び左側のデータバスライン１１５との間には、そ
れぞれ補助容量バスライン１１３から延び出したシールドパターン１４５が配置されてい
る。
【００９６】
　この変形例５の液晶表示装置では、副画素電極１２１ａ，１２１ｃ及びシールドパター
ン１４５によりフローティング副画素電極１２１ｂがゲートバスライン１１２及びデータ
バスライン１１５からシールドされるので、ゲートバスライン１１２及びデータバスライ
ン１１５を流れる信号の直流電圧成分による電荷の蓄積が抑制され、焼き付きを効果的に
回避できるという効果を奏する。
【００９７】
　また、変形例５の液晶表示装置においては、ＴＦＴ１１６に電気的に接続している副画
素電極１２１ａ，１２１ｂとデータバスライン１１５との間にもシールドパターン１４５
が配置されているので、データバスライン１１５を流れる信号に含まれる直流電圧成分に
よる副画素電極１２１ａ，１２１ｂへの電荷の蓄積が抑制されるという効果もある。
【００９８】
　（変形例６）
　図２３は、第１の実施形態の変形例６の液晶表示装置を示す平面図である。この図２３
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において、図２２と同一物には同一符号を付して、その詳しい説明を省略する。
【００９９】
　図２３に示す変形例６の液晶表示装置においては、フローティング副画素電極１２１ｂ
と、ＴＦＴ１１６に直結した副画素電極１２１ａ，１２１ｃとの間にも、補助容量バスラ
イン１１３と同じ層に形成されて補助容量バスライン１１３に接続しているシールドパタ
ーン１４６が配置されている。この変形例６の液晶表示装置においても、ゲートバスライ
ン１１２及びデータバスライン１１５を流れる信号の直流電圧成分による電荷の蓄積が抑
制され、焼き付きを効果的に回避できる。
【０１００】
　（変形例７）
　図２４は、第１の実施形態の変形例７の液晶表示装置を示す平面図である。この図２４
において、図１３と同一物には同一符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１０１】
　図２４に示す変形例７の液晶表示装置においては、フローティング副画素電極１５１ａ
の周囲を、副画素電極１５１ｂが囲んでいる。この副画素電極１５１ｂは、コンタクトホ
ール１２０ａ，１２０ｂ及び配線１１９を介してＴＦＴ１１６のソース電極１１６ｓと電
気的に接続されている。
【０１０２】
　この変形例７の液晶表示装置においても、フローティング副画素電極１５１ａがゲート
バスライン１１２及びデータバスライン１１５からシールドされるので、ゲートバスライ
ン１１２及びデータバスライン１１５を流れる信号の直流電圧成分による電荷の蓄積が抑
制され、焼き付きを効果的に回避できるという効果を奏する。
【０１０３】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明の第２の実施形態について説明する。
【０１０４】
　図２５は、本発明の第２の実施形態の原理を示す図である。この図２５は、フローティ
ング副画素電極ＦSEとコモン電極、制御電極、ゲートバスライン及びデータバスラインと
の間の等価回路を示している。
【０１０５】
　図２５に示すように、フローティング副画素電極ＦSEとゲートバスラインとの間には抵
抗ＲG が存在し、フローティング副画素電極ＦSEとデータバスラインとの間には抵抗ＲD 

が存在し、フローティング副画素電極ＦSEと制御電極との間には抵抗ＲC が存在し、フロ
ーティング副画素電極ＦSEとコモン電極との間には抵抗（液晶抵抗）ＲLCが存在するとい
うことができる。ここで、制御電極の電位をＶsdc 、コモン電極の電位をＶcom 、ゲート
バスラインを流れる信号の直流電圧成分（中心電位）をＶgdc 、データバスラインを流れ
る信号の直流電圧成分（中心電位）をＶddc とする。
【０１０６】
　前述したように、ゲートバスラインには、ＴＦＴをオフにするために、コモン電極の電
位に対し－１２Ｖ程度の直流電圧が印加される。また、データバスラインには、フィード
スルー電圧を補償するために、コモン電極の電位に対し＋２Ｖ程度の直流電圧を表示信号
に重畳させている。ゲートバスラインに印加される直流電圧成分とデータバスラインに印
加される直流電圧成分とは逆極性であるので、下記（４）式が成り立つようにＶddc ，Ｖ

gdc 、Ｒg 及びＲd の値を設定すれば、ゲートバスライン及びデータバスラインを流れる
信号の直流電圧成分によるフローティング副画素電極への電荷の蓄積が防止され、ひいて
は焼き付きの発生を防止することができる。
【０１０７】
【数４】
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　ゲートバスラインに流れる信号の直流電圧成分の影響の大きさ及びデータバスラインに
流れる信号の直流電圧成分の影響の大きさは、電位差と抵抗とにより決定される。しかし
、電位差Ｖddc ，Ｖgdc はＴＦＴの性能などにも関係し、調整の自由度は比較的小さい。
一方、抵抗Ｒg ，Ｒd はフローティング副画素電極の大きさ、形状及び位置、並びに絶縁
膜の厚さなどにより決定され、自由度は比較的大きい。そこで、本実施形態においては、
ゲートバスラインに流れる信号の直流電圧成分の影響とデータバスラインに流れる信号の
直流電圧成分の影響を相殺するように、フローティング副画素電極とゲートバスライン及
びデータバスラインとの間の抵抗Ｒg ，Ｒd を調整する。
【０１０８】
　図２６は、横軸にＲg ／Ｒd の値をとり、縦軸にフローティング副画素電極の最終到達
電位をとって、それらの関係を示す図である。但し、図２６において、抵抗ＲC 、ＲLC及
びＲd は同じ（ＲC ＝ＲLC＝Ｒd ）としている。また、Ｖcom 及びＶsdc はいずれも０Ｖ
、Ｖgdc は－１１．２８Ｖ、Ｖddc は＋１．１３Ｖとしている。この場合、図２６からわ
かるように、抵抗Ｒd の値を抵抗Ｒg の１０倍（Ｒg ／Ｒd ＝１０）とすると、ゲートバ
スラインに流れる信号の直流電圧成分の影響がデータバスラインに流れる直流電圧成分の
影響により相殺され、焼き付きの発生を防止することができる。
【０１０９】
　図２７は、フローティング副画素電極とゲートバスライン及びデータバスラインとの間
の抵抗を調整する方法を示す液晶表示装置の画素部の模式平面図、図２８は同じくその模
式断面図である。
【０１１０】
　図２７，図２８に示す液晶表示装置は、ゲートバスライン２１２とデータバスライン２
１５とにより区画される画素領域毎に、ＴＦＴ２１６と４つの副画素電極２２１ａ～２２
１ｄと、制御電極２１８とを有している。
【０１１１】
　制御電極２１８は、配線２１９を介してＴＦＴ２１６のソース電極２１６ｓに電気的に
接続されている。また、副画素電極２２１ａ，２２１ｄはコンタクトホール２２０ａ，２
２０ｃ及び配線２１９を介してＴＦＴ２１６のソース電極と電気的に接続されており、副
画素電極２２１ｃはコンタクトホール２２０ｂ、制御電極２１８及び配線２１９を介して
制御電極２１８に電気的に接続されている。一方、副画素電極（フローティング副画素電
極）２２１ｂは、第２の絶縁膜２２０を介して制御電極２１８と容量結合している。
【０１１２】
　図２８に示すように、ゲートバスライン２１２及び補助容量バスライン２１３はガラス
基板２１１の上に形成されており、第１の絶縁膜２１４に覆われている。第１の絶縁膜２
１４の上にはデータバスライン２１５、ソース電極２１６ｓ、ドレイン電極２１６ｄ、制
御電極２１８及び配線２１９が形成されている。これらのデータバスライン２１５、ソー
ス電極２１６ｓ、ドレイン電極２１６ｄ、制御電極２１８及び配線２１９は第２の絶縁膜
２２０に覆われており、第２の絶縁膜２２０上に副画素電極２２１ａ～２２１ｄが形成さ
れている。これらの副画素電極２２１ａ～２２１ｄは、ゲートバスライン２１２及び補助
容量バスライン２１３の上方で屈曲するジグザグの線に沿って形成されたスリットにより
分割されている。
【０１１３】
　なお、図２７において、一点鎖線２３１は対向基板側に形成される土手状の突起（ドメ
イン規制用構造物）の位置を示している。
【０１１４】
　このような液晶表示装置において、ゲートバスライン２１２とフローティング副画素電
極２２１ｂとが対向する部分の長さ（図２７中に矢印Ａで示す部分）を長くすると抵抗Ｒ

g の値が減少し、短くすると抵抗Ｒg の値が増加する。また、ゲートバスライン２１２と
フローティング副画素電極２２１ｂとの間の距離（図２７中に矢印Ｂで示す部分）を大き
くすると抵抗Ｒg の値が増加し、小さくすると抵抗Ｒg の値が減少する。更に、第１の絶



(15) JP 4361844 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

縁膜２１４と第２の絶縁膜２２０との合計の厚さ（図２８中に矢印Ｃで示す部分）を厚く
するとＲg の値が増加し、薄くすると抵抗Ｒg の値が減少する。
【０１１５】
　また、データバスライン２１５とフローティング副画素電極２２１ｂとが対向する部分
の長さ（図２７中に矢印Ｄで示す部分）を長くすると抵抗Ｒd の値が減少し、短くすると
抵抗Ｒd の値が増加する。更に、データバスライン２１５とフローティング副画素電極２
２１ｂとの間の距離（図２７中に矢印Ｅで示す部分）を大きくすると抵抗Ｒd が増加し、
小さくすると抵抗Ｒd の値が減少する。更にまた、第２の絶縁膜２２０の厚さ（図２８中
に矢印Ｆで示す部分）を厚くすると抵抗Ｒd が増加し、薄くすると抵抗Ｒd の値が減少す
る。
【０１１６】
　第２の実施形態においては、これらのパラメータを調整することにより、ゲートバスラ
イン２１２に流れる信号に含まれる直流電圧成分の影響とデータバスライン２１５に流れ
る信号に含まれる直流電圧成分の影響とを打ち消す。これにより、焼き付きを回避できて
、良好な表示特性を得ることができる。
【０１１７】
　（第３の実施形態）
　以下、本発明の第３の実施形態について説明する。
【０１１８】
　前述した（３）式を変形すると、下記（５）式が得られる。
【０１１９】

【数５】

　この（５）式において、制御電極とフローティング副画素電極との間の容量ＣC とフロ
ーティング副画素電極とコモン電極との間との間の容量（液晶容量）ＣLC2 との比ＣC ／
ＣLC2 は、ＴＦＴに直結した副画素電極の電圧とフローティング副画素電極の電圧との電
圧比に応じて決定される設計値である。
【０１２０】
　図２９は、横軸にＲC とＲLC2 との比をとり、縦軸に直流電圧の倍率をとって、ＣC ／
ＣLC2 を一定（ＣC ／ＣLC2 ＝１．００～９．００）にした状態で制御電極とフローティ
ング副画素電極との間の抵抗ＲC とフローティング副画素電極とコモン電極との間の抵抗
ＲLC2 に対する焼き付き電圧の依存性（ＤＣ電圧倍率）を計算した結果を示す図、図３０
は同じくその計算値を示す図である。
【０１２１】
　図３，図４に示す構造の液晶表示装置の場合、液晶の比抵抗はＴＦＴの絶縁膜の比抵抗
に比べて２桁以上低いため、ＲC ／ＲLC2 の値は１０3 に近い値となる。このような場合
、図２９，図３０からわかるように、直流電圧の倍率はＣC ／ＣLC2 にほぼ等しくなる。
容量結合ＨＴ法ではフローティング副画素電極とＴＦＴに直結した副画素電極との電圧比
は０．９～０．６程度に設定されるため、直流電圧の倍率は最大で９程度になり、焼き付
きが発生しやすくなる
　一方、図３１から、制御電極とフローティング副画素電極との間のＲC を低下させるこ
とでフローティング副画素電極の電圧を大きく下げることができることがわかる。図３１
は、横軸にＲC ／ＲLC2 の値をとり、縦軸に白表示部及び黒表示部の副画素電極の電位差
をとって、それらの関係を示す図である。ここでは、ＣLCON／ＣLCoff ＝１．５として計
算している。
【０１２２】
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　この図３１からわかるように、フローティング副画素電極の電圧（直流電圧成分）を下
げるためには、ＲC の値がＲLC2 の値の１００倍以下であることが必要である。
【０１２３】
　但し、制御電極とフローティング副画素電極との間の抵抗ＲC が低くなると、フローテ
ィング副画素電極とＴＦＴに直結した副画素電極との間で電流が流れるため、これらの副
画素電極間の電位差が徐々に失われて、容量結合ＨＴ法による白茶け抑制の効果が小さく
なってしまう。
【０１２４】
　図３２は、フローティング副画素電極とＴＦＴに直結した副画素電極とを示す等価回路
図である。ここで、Ｃ１はＴＦＴに直結した副画素電極がもつ容量（Ｃ１＝ＣLC＋ＣS ）
、Ｃ２はフローティング副画素電極がもつ容量（Ｃ２＝ＣLC2 ＋ＣS2）、ＣC はフローテ
ィング副画素電極とＴＦＴに直結した副画素電極との間の容量、Ｒはフローティング副画
素電極とＴＦＴに直結した副画素電極との間の抵抗である。この場合、時間ｔにおけるフ
ローティング副画素電極の電圧Ｖｃ（ｔ）は、下記（６）式により求めることができる。
【０１２５】
【数６】

　但し、ＣseはＣ１とＣ２との直列接続容量（Ｃse＝（１／（（１／Ｃ１）－（１／Ｃ２
））である。
【０１２６】
　図３３は、横軸にフローティング副画素電極とＴＦＴに直結した副画素電極との間の抵
抗Ｒをとり、縦軸に１フレーム期間（ｔ＝１６．６msec）における電圧保持率をとって、
それらの関係を示す図である。但し、ここでは図３，図４に示す構造の液晶表示装置を想
定しており、画素ピッチを１２５μｍ、フローティング副画素電極とＴＦＴに直結した副
画素電極との面積比を３：７、フローティング副画素電極に印加される表示電圧とＴＦＴ
に直結した副画素電極に印加される表示電圧との比を０．７２として計算している。
【０１２７】
　この図３３からわかるように、例えばフローティング副画素電極とＴＦＴに直結した副
画素電極との間の抵抗を１０11Ω以上にすれば、電圧保持率が約９０％以上に維持される
。電圧保持率が５０％よりも低くなると抵抗のばらつきによる電位差の変動が最大になる
ことから、表示の安定性を考慮すれば電圧保持率を５０％以上とすることが好ましい、
　以上のことから、ＲC がＲLC2 の１００倍以下であり、１フレーム期間の電圧保持率が
５０％以上となるようにフローティング副画素電極とＴＦＴに直結した副画素電極との間
の抵抗Ｒを設定することにより、焼き付きを防止する効果が得られる。
【０１２８】
　図３４は、上記の対策を施した第３の実施形態の液晶表示装置のＴＦＴ基板を示す平面
図、図３５は同じくその断面図である。
【０１２９】
　図３４に示すように、ＴＦＴ基板には、水平方向に延びる複数（図３４では１本のみ図
示）のゲートバスライン３１２と、垂直方向に延びる複数（図３４では１本のみ図示）の
データバスライン３１５とが形成されている。これらのゲートバスライン３１２及びデー
タバスライン３１５により区画される矩形の領域がそれぞれ画素領域である。また、ＴＦ
Ｔ基板には、画素領域を横断する補助容量バスライン３１３がゲートバスライン３１２と
平行に形成されている。ゲートバスライン３１２及び補助容量バスライン３１３とデータ
バスライン３１５との間には後述するように第１の絶縁膜３１４が形成されており、この
第１の絶縁膜３１４によりゲートバスライン３１２及び補助容量バスライン３１３とデー
タバスライン３１５との間が電気的に分離されている。
【０１３０】
　各画素領域には、ＴＦＴ３１６と、制御電極３１８と、４つの副画素電極３２１ａ～３
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２１ｄとが形成されている。ＴＦＴ３１６のドレイン電極３１６はデータバスライン３１
５に接続しており、ソース電極３１６ｓは配線３１９を介して制御電極３１８に接続され
ている。
【０１３１】
　副画素電極３２１ａ～３２１ｄは、ゲートバスライン３１２及び補助容量バスライン３
１３の上で屈曲するジグザグの線に沿って形成されたスリットにより分離されている。そ
して、副画素電極３２１ａ，３２１ｄは、コンタクトホール３２０ａ，３２０ｃ及び配線
３１９を介してソース電極３１６ｓに電気的に接続されており、副画素電極３２１ｃはコ
ンタクトホール３２０ｂを介して制御電極３１８に電気的に接続されている。また、副画
素電極（フローティング副画素電極）３２１ｂは、後述する第２の絶縁膜３２０を介して
制御電極３１８に容量結合している。更に、これらの副画素電極３２１ａ～３２１ｄは、
高抵抗導電材料によりなる接続部３２３により電気的に接続されている。なお、制御電極
３１８は補助容量電極を兼ねており、補助容量バスライン３１３及び第１の絶縁膜３１４
とともに補助容量を構成する。
【０１３２】
　以下、図３５を参照してＴＦＴ基板の層構造について説明する。
【０１３３】
　ＴＦＴ基板のベースとなるガラス基板３１１の上には、ゲートバスライン３１２及び補
助容量バスライン３１３が形成されている。これらのゲートバスライン３１２及び補助容
量バスライン３１３は、例えばＣｒ膜又はＡｌ－Ｔｉ積層膜をフォトリソグラフィ法によ
りパターニングして同時に形成される。
【０１３４】
　また、ガラス基板３１１の上には、ＳｉＮ又はＳｉＯ2 等の絶縁材料からなる第１の絶
縁膜３１４が形成されており、この第１の絶縁膜３１４によりゲートバスライン３１２及
び補助容量バスライン３１４が覆われている。
【０１３５】
　第１の絶縁膜３１４の上には、データバスライン３１５と、ＴＦＴ３１６のソース電極
３１６ｓ及びドレイン電極３１６ｄと、制御電極３１８と、配線３１９とが形成されてい
る。これらのデータバスライン３１５、ソース電極３１６ｓ、ドレイン電極３１６ｄ、制
御電極３１８及び配線３１９は、例えばＴｉ－Ａｌ－Ｔｉ積層膜をフォトリソグラフィ法
によりパターニングして同時に形成される。
【０１３６】
　図３４に示すように、ＴＦＴ３１６はゲートバスライン３１２の一部をゲート電極とし
ており、ゲート電極の上に活性層となる半導体膜（図示せず）とチャネル保護膜３１６ｂ
とが形成されている。ソース電極３１６ｓ及びドレイン電極３１６ｄは、ゲートバスライ
ン３１２を挟んで対向して配置されている。
【０１３７】
　これらのデータバスライン３１５、ソース電極３１６ｓ、ドレイン電極３１６ｄ、制御
電極３１８及び配線３１９は、例えばＳｉＮ又は絶縁性樹脂からなる第２の絶縁膜３２０
に覆われている。この第２の絶縁膜３２０の上に副画素電極３２１ａ～３２１ｄが形成さ
れている。これらの副画素電極３２１ａ～３２１ｄは、例えばＩＴＯ等の透明導電体によ
り形成されている。副画素電極３２１ａ，３２１ｄはそれぞれ第２の絶縁膜３２０に形成
されたコンタクトホール３２０ａ，３２０ｃを介して配線３１９に電気的に接続されてお
り、副画素電極３２１ｃはコンタクトホール３２０ｂを介して制御電極３１８に電気的に
接続されている。また、副画素電極３２１ｂは、第２の絶縁膜３２０を介して制御電極３
１８と容量結合している。
【０１３８】
　副画素電極３２１ａ～３２１ｄは、高抵抗の導電体材料からなる接続部３２３を介して
電気的に接続されている。そして、副画素電極３２１ａ～３２１ｄ及び接続部３２３の上
には、例えばポリイミドからなる配向膜３２２が形成されている。
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【０１３９】
　接続部３２３は例えば不純物を導入したアモルファスシリコンにより形成され、前述し
たようにフローティング副画素電極３２１ｂとＴＦＴ３１６に直結した副画素電極３２１
ａ，３２１ｃ，３２１ｄとの間の抵抗Ｒがフローティング副画素電極３２１ｂとコモン電
極との間の抵抗の１００倍以下であり、且つ１フレーム期間の電圧保持率が５０％以上と
なるように設定される。
【０１４０】
　接続部３２３の材料は上述したアモルファスシリコンに限定されるものではなく、例え
ば有機導電体物質により形成してもよい。しかし、接続部３２３の材料としては、適度な
範囲の抵抗値を有し、且つ液晶を汚染するおそれがないことが好ましい。また、配向膜形
成プロセス等に耐性があることも必要である。例えば、溶剤に溶けにくく、耐熱性が高い
ものが好ましい。
【０１４１】
　なお、図３４において、一点鎖線３３１は対向基板側に形成される土手状の突起（ドメ
イン規制用構造物）の位置を示している。
【０１４２】
　本実施形態の液晶表示装置においては、フローティング副画素電極３２１ｂとＴＦＴ３
１６に直結された副画素電極３２１ａ，３２１ｃ，３２１ｄとの間が高抵抗の接続部３２
３により電気的に接続され、フローティング副画素電極３２１ｂとＴＦＴ３１６に直結し
た副画素電極３２１ａ，３２１ｃ，３２１ｄとの間の抵抗Ｒがフローティング副画素電極
３２１ｂとコモン電極との間の抵抗の１００倍以下であり、且つ１フレーム期間の電圧保
持率が５０％以上となるように設定されているので、白茶けを抑制できるとともに、焼き
付きの発生を回避することができ、良好な表示品質が得られる。
【０１４３】
　（変形例１）
　図３６は第３の実施形態の変形例１の液晶表示装置を示す平面図、図３７は同じくその
断面図である。これらの図３６，図３７において、図３４，図３５と同一物には同一符号
を付してその詳しい説明は省略する。
【０１４４】
　この変形例１の液晶表示装置においては、フローティング副画素電極３２１ｂとＴＦＴ
３１６に直結した副画素電極３２１ａ，３２１ｃ，３２１ｄとの間を電気的に接続する接
続部３２４が、副画素電極３２１ａ～３２１ｄを分離するスリットに沿って土手状に形成
されている。接続部３２４は、例えば不純物を導入したアモルファスシリコン等の高抵抗
の導電材料により形成されている。副画素電極３２１ａ～３２１ｄ及び接続部３２４の表
面は配向膜３２２に覆われている。
【０１４５】
　一方、対向基板のベースとなるガラス基板３３１の一方の面側（図３７では下側）には
、カラーフィルタ３３２及びコモン電極３３３が形成されており、コモン電極３３３の上
（図３７では下側）にはドメイン規制用突起３３４が土手状に形成されている。コモン電
極３３３及び突起３３４の表面は配向膜３３５で覆われている。突起３３４は誘電体によ
り形成してもよく、接続部３２４と同様に高抵抗の導電材料により形成してもよい。
【０１４６】
　この液晶表示装置においては、図３７に示すように、ＴＦＴ基板側に形成された土手状
の接続部３２４と対向基板側に形成された土手状の突起３３４とによりマルチドメインを
達成することができる。すなわち、電圧印加時には液晶分子３４ａの傾斜方向が土手状の
接続部３２４及び突起３３４の両側で異なり、斜め方向への光の漏れを防止することがで
きる。
【０１４７】
　この液晶表示装置においても、フローティング副画素電極３２１ｂとＴＦＴ３１６に直
結された副画素電極３２１ａ，３２１ｃ，３２１ｄとの間が例えばアモルファスシリコン
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からなる高抵抗の接続部３２３により電気的に接続され、フローティング副画素電極３２
１ｂと制御電極３１８との間の抵抗がフローティング副画素電極３２１ｂとコモン電極と
の間の抵抗の１００倍以下であり、且つ１フレーム期間の電圧保持率が５０％以上となる
ように設定されている。これにより、白茶けを抑制できるとともに、焼き付きの発生を回
避することができ、良好な表示品質が得られる。
【０１４８】
　なお、ドメイン規制用突起となる接続部３２４が低抵抗であると、接続部３２４全体が
画素電極３２１ａ～３２１ｄと同電位になるため、接続部３２４から基板面に対し垂直方
向に電気力線が発生するようになり、マルチドメインを達成することができなくなる。し
かし、上記の例では接続部３２４が高抵抗の導電材料により形成されているため、液晶分
子を所定の方向に配向させることができる。
【０１４９】
　（第４の実施形態）
　図３８は本発明の第４の実施形態の液晶表示装置を示す平面図、図３９は同じくそのＸ
Ｉ－ＸＩ線における断面図である。これらの図３８，図３９において、図１３，図１４（
ａ），（ｂ）と同一物には同一符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１５０】
　本実施形態においては、ゲートバスライン１１２とデータバスライン１１５とにより区
画される１画素領域に、３つの副画素電極１２１ａ～１２１ｃを有している。副画素電極
１２１ａ，１２１ｃは第２の絶縁膜１２０に形成されたコンタクトホール１２０ａ，１２
０ｂを介して、ＴＦＴ１１６のソース電極１１６ｓから延び出した配線１１９に電気的に
接続されている。また、副画素電極（フローティング副画素電極）１２１ｂは第２の絶縁
膜１２０を挟んで制御電極１１８と容量結合している。
【０１５１】
　副画素電極１２１ｂとデータバスライン１１５との間、及び副画素電極１２１ｂと副画
素電極１２１ａとの間は、補助容量バスライン１１３と接続されたシールドパターン４１
２によりシールドされている。
【０１５２】
　副画素電極１２１ｂと副画素電極１２１ｃとの間には、ＴＦＴ４１１が形成されている
。このＴＦＴ４１１のゲート電極４１１ｇは、ＴＦＴ１１６が接続されているゲートバス
ライン１１２（ｎ番目のゲートバスライン）とは別のゲートバスライン１１２（ｎ－１番
目のゲートバスライン）に接続されており、ソース電極４１１ｓ及びドレイン電極４１１
ｄはコンタクトホール４１３ａ，４１３ｂを介して副画素電極１２１ｂ，１２１ｃに接続
されている。
【０１５３】
　図４０は、上述した液晶表示装置の１画素を示す等価回路図である。図４０において、
ＴＦＴ１１６はｎ番目のゲートバスライン１１２（ｎ）に接続されたＴＦＴであり、上述
したようにＴＦＴ１１６のソース電極１１６ｓは副画素電極１２１ａ，１２１ｃ及び制御
電極１１８に直結している。ＣLCはＴＦＴ１１６に直結した副画素電極１２１ａ，１２１
ｃとコモン電極１３３との間の容量（液晶容量）であり、Ｃｓは制御電極１１８と補助容
量バスライン１１３との間の容量（補助容量）である。また、ＣC は制御電極１１８とフ
ローティング副画素電極１２１ｂとの間の容量であり、ＣLC2 はフローティング副画素電
極１２１ｂとコモン電極１３３との間の容量である。
【０１５４】
　更に、ＴＦＴ４１１は、副画素電極１２１ｂ，１２１ｃ間に形成されたＴＦＴであり、
そのゲート電極４１１ｇはｎ－１番目のゲートバスライン１１２（ｎ－１）に接続されて
いる。
【０１５５】
　本実施形態の液晶表示装置は、ＴＦＴ１１６を介して副画素電極１２１ａ，１２１ｃ及
び制御電極１１８に表示電圧が印加される前（１水平走査期間の時間分だけ前）に、ＴＦ
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Ｔ４１１がオンになってフローティング副画素電極１２１ｂの電位がＴＦＴ１１６に直結
した副画素電極１２１ａ，１２１ｃ及び制御電極１１８の電位と同じになる。これにより
、ゲートバスライン１１２及びドレインバスライン１１５に流れる信号に含まれる直流電
圧成分に起因してフローティング副画素電極１２１ｂに蓄積された電荷が、副画素電極１
２１ａ，１２１ｃ及び制御電極１１８に流れる。従って、フローティング副画素電極１２
１ｂへの電荷の蓄積が抑制され、焼き付きが回避されるという効果が得られる。
【０１５６】
　（変形例１）
　図４１は第４の実施形態の液晶表示装置の変形例１を示す平面図である。この図４１に
おいて、図３８と同一物には同一符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１５７】
　本実施形態においては、ＴＦＴ１１６に直結した副画素電極１２１ｃとフローティング
副画素電極１２１ｂとの間に、２つのＴＦＴ４２１，４２２が配置されている。これらの
ＴＦＴ４２１，４２２はドレイン電極同士が接続されている。また、ＴＦＴ４２１，４２
２のゲート電極４２１ｇ，４２２ｇは配線４１４を介してｎ－１番目のゲートバスライン
１２２（ｎ）に接続されており、ソース電極はそれぞれフローティング副画素電極１２１
ｂ、副画素電極１２１ｃに接続されている。そして、ＴＦＴ４２１，４２２のドレイン電
極は、接続部４２３及び配線４２４を介して、補助容量バスライン１１３から延び出した
シールドパターン４１２に接続されている。
【０１５８】
　図４２は上述した液晶表示装置の１画素を示す等価回路図である。図４２において、Ｔ
ＦＴ１１６はｎ番目のゲートバスライン１１２（ｎ）に接続されたＴＦＴであり、このＴ
ＦＴ１１６のソース電極１１６ｓは副画素電極１２１ａ，１２１ｃ及び制御電極１１８に
電気的に接続している。ＣLCはＴＦＴ１１６に直結した副画素電極１２１ａ，１２１ｃと
コモン電極１３３との間の容量（液晶容量）であり、Ｃｓは制御電極１１８と補助容量バ
スライン１１３との間の容量（補助容量）である。また、ＣC は制御電極１１８とフロー
ティング副画素電極１２１ｂとの間の容量であり、ＣLC2 はフローティング副画素電極１
２１ｂとコモン電極１３３との間の容量である。
【０１５９】
　更に、ＴＦＴ４２１，４２２は副画素電極１２１ｂ，１２１ｃ間に接続されたＴＦＴで
ある。このＴＦＴ４２１のゲート電極はｎ－１番目のゲートバスライン１１２（ｎ－１）
に接続され、ソース電極及びドレイン電極はフローティング副画素電極１２１ｂと容量バ
スライン１１３との間に接続されている。また、ＴＦＴ４２２のゲート電極もｎ－１番目
のゲートバスライン１１２（ｎ－１）に接続され、ソース電極及びドレイン電極は副画素
電極１２１ｃと補助容量バスライン１１３との間に接続されている。なお、補助容量バス
ライン１１３は、ＴＦＴ基板側のコモン電極と同電位に維持されるものとする。
【０１６０】
　本実施形態の液晶表示装置においても、ＴＦＴ１１６を介して副画素電極１２１ａ，１
２１ｃ及び制御電極１１８に表示電圧が印加される前（１水平走査期間の時間分だけ前）
に、ＴＦＴ４２１，４２２がオンになってフローティング副画素電極１２１ｂ及びＴＦＴ
１１６に直結された副画素電極１２１ａ，１２１ｃの電位が補助容量バスライン１１３の
電位と同じになる。これにより、ゲートバスライン１１２及びドレインバスライン１１５
に流れる信号に含まれる直流電圧成分に起因してフローティング副画素電極１２１ｂ及び
副画素電極１２１ａ，１２１ｃに蓄積された電荷が、補助容量バスライン１１３に流れる
。従って、フローティング副画素電極１２１ｂへの電荷の蓄積が抑制され、焼き付きを回
避できるという効果を得ることができる。
【０１６１】
　なお、上記の変形例１ではＴＦＴ１１６に直結した副画素電極１２１ａ，１２１ｃに蓄
積される電荷をＴＦＴ４２２を介して補助容量バスライン１１３に流すものとしたが、前
述したようにこれらの副画素電極１２１ａ，１２１ｃは１フレーム毎にデータバスライン
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１１５に接続されるので、副画素電極１２１ａ，１２１ｃに蓄積される電荷の影響は極め
て少ない。従って、ＴＦＴ４２２を省略することも可能である。
【０１６２】
　（第５の実施形態）
　以下、本発明の第５の実施形態について説明する。
【０１６３】
　図４３は第５の実施形態の原理を示す画素の回路図である。この図４３において、ＣC 

，ＲC はそれぞれ制御電極とフローティング副画素電極との間の容量及び抵抗であり、Ｃ

LC2 ，ＲLC2 はそれぞれフローティング副画素電極とコモン電極との間の容量（液晶容量
）及び抵抗（液晶抵抗）である。
【０１６４】
　前述したように、白表示部と黒表示部でフローティング副画素電極に電位差が生じる原
因の一つは、液晶容量ＣLC2 が変動するためである。そこで、第５の実施形態においては
、液晶容量ＣLC2 に並列に補助容量ＣS2を接続し、フローティング副画素電極とコモン電
極との間の容量の変動の影響を小さくする。
【０１６５】
　図４４は、横軸にＲC ／ＲLC2 をとり、縦軸に白表示部及び黒表示部のフローティング
副画素電極の電位差をとって、補助容量ＣS2がないとき（０．００倍）、及び補助容量Ｃ

S2の値が液晶容量ＣLC2 の値の０．２５倍～１．５倍のときのＲC ／ＲLC2 と、白表示部
及び黒表示部のフローティング副画素電極の電位差との関係を示す図である。但し、ここ
では、ＣC ／ＣLC2 の値は２．５７としている。
【０１６６】
　この図４４と図３１との比較からわかるように、液晶容量ＣLC2 に並列に補助容量ＣS2

を接続することにより、白表示部及び黒表示部のフローティング副画素電極の電位差が減
少する。例えば、補助容量ＣS2の値が液晶容量ＣLC2 の値と同じ（ＣS2／ＣLC2 ＝１．０
０）であるとすると、焼き付きの原因となる白表示部及び黒表示部のフローティング副画
素電極の電位差は、ほぼ１／２に減少する。
【０１６７】
　図４５は上述の対策を施した液晶表示装置を示す平面図、図４６は図４５のＸII－ＸII
線による断面図である。図４５，図４６において、図１３，図１４（ａ），（ｂ）と同一
物には同一符号を付してその詳しい説明は省略する。
【０１６８】
　本実施形態の液晶表示装置においては、補助容量バスライン１１３の上方に、制御電極
５１１と補助容量電極５１２とが形成されている。制御電極５１１は、第２の絶縁膜１４
０を介してフローティング副画素電極１２１ｂに容量結合している。また、制御電極５１
１は配線１１９を介してＴＦＴ１１６のソース電極１１６ｓに電気的に接続されていると
ともに、配線１１９とコンタクトホール１２０ａ，１２０ｂを介して副画素電極１２１ａ
，１２１ｃに電気的に接続されている。更に、制御電極５１１は、補助容量バスライン１
１３及び第１の絶縁膜１１４とともに第１の補助容量を構成している。なお、補助容量バ
スライン１１３は、対向基板側のコモン電極と同電位に維持されるものとする。
【０１６９】
　補助容量電極５１２は、第２の絶縁膜１４０に形成されたコンタクトホール５１３を介
してフローティング副画素電極１２１ｂに電気的に接続している。また、補助容量電極５
１２は、補助容量バスライン１１３及び第１の絶縁膜１１４とともに第２の補助容量ＣS2

を構成している。
【０１７０】
　本実施形態においては、図４３の等価回路図に示すように、液晶容量ＣLC2 と並列に補
助容量ＣS2を設けているので、白表示部及び黒表示部のフローティング副画素電極の電位
差が小さくなり、焼き付きの発生を防止することができる。
【０１７１】
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　なお、補助容量電極５１２を設けないでフローティング副画素電極１２１ｂと補助容量
バスライン１１３とにより補助容量ＣS2を構成することも考えられる。しかし、その場合
はフローティング副画素電極１２１ｂと補助容量バスライン１１３との間に第１及び第２
の絶縁膜１１４，１２０が介在するため、補助容量ＣS2の容量値が小さくなり、焼き付き
の発生を防止する効果が小さくなってしまう。このため、上述したように第１の絶縁膜１
１４上に補助容量電極５１２を形成し、この補助容量電極５１２とフローティング副画素
電極１２１ｂとを電気的に接続することが好ましい。
【０１７２】
　上記第１～第５の実施形態に示した焼き付き防止方法は、ＴＮ型液晶表示装置及びＶＡ
型液晶表示装置など、種々の構造の液晶表示装置に適用することができる。また、本発明
は、透過型液晶表示装置だけでなく、反射型液晶表示装置及び半透過型液晶表示装置に適
用することもできる。
【０１７３】
　以下、本発明の諸態様を、付記としてまとめて記載する。
【０１７４】
　（付記１）相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、
　前記第１及び第２の基板間に封入された液晶と、
　前記第１の基板に形成されたゲートバスライン及びデータバスラインと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインに接続された薄膜トランジスタと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより区画される画素領域内に形成さ
れた複数の副画素電極と、
　前記複数の副画素電極のうちの少なくとも１つと容量結合し、前記データバスラインか
ら前記薄膜トランジスタを介して表示電圧が印加される制御電極とを有する液晶表示装置
において、
　前記制御電極と容量結合した副画素電極と前記ゲートバスライン及び前記データバスラ
インのうちの少なくとも一方のバスラインとの間を電気的にシールドするシールド部材を
有することを特徴とする液晶表示装置。
【０１７５】
　（付記２）　前記シールド部材が、前記複数の副画素電極のうち前記薄膜トランジスタ
に接続された副画素電極であることを特徴とする付記１に記載の液晶表示装置。
【０１７６】
　（付記３）　前記シールド部材となる副画素電極が、前記制御電極と容量結合した副画
素電極の周囲を囲んでいることを特徴とする付記２に記載の液晶表示装置。
【０１７７】
　（付記４）　更に、一定の電位に維持され、前記制御電極と容量結合して補助容量を構
成する補助容量バスラインを有することを特徴とする付記１に記載の液晶表示装置。
【０１７８】
　（付記５）　前記シールド部材が前記補助容量バスラインに電気的に接続されているこ
とを特徴とする付記４に記載の液晶表示装置。
【０１７９】
　（付記６）　前記シールド部材が、前記副画素電極と同じ層に形成されていることを特
徴とする付記５に記載の液晶表示装置。
【０１８０】
　（付記７）　前記制御電極と容量結合した副画素電極と前記ゲートバスラインとの間に
前記シールド部材として前記複数の副画素電極のうち前記薄膜トランジスタに接続された
副画素電極が配置され、前記制御電極と容量結合した副画素電極と前記データバスライン
との間に前記補助容量バスラインに電気的に接続したシールド部材が配置されていること
を特徴とする付記４に記載の液晶表示装置。
【０１８１】
　（付記８）　相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、
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　前記第１及び第２の基板間に封入された液晶と、
　前記第１の基板に形成されたゲートバスライン及びデータバスラインと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインに接続された薄膜トランジスタと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより区画される画素領域内に形成さ
れた複数の副画素電極と、
　前記複数の副画素電極のうちの少なくとも１つと容量結合し、前記データバスラインか
ら前記薄膜トランジスタを介して表示電圧が印加される制御電極と、
　前記第２の基板に形成されて前記第１の基板の前記複数の副画素電極に対向するコモン
電極とを有する液晶表示装置の焼き付き防止方法であって、
　前記コモン電極の電位に対する前記ドレインバスラインの中心電位をＶddc 、前記コモ
ン電極の電位に対する前記ゲートバスラインの中心電位をＶgdc 、前記制御電極と容量結
合した副画素電極と前記データバスラインとの間の抵抗をＲd 、前記制御電極と容量結合
した副画素電極と前記ゲートバスラインとの間の抵抗をＲg としたときに、Ｖddc －Ｖgd

c ×Ｒd ／Ｒg がほぼ０となるように前記制御電極と容量結合した副画素電極の大きさ、
形状及び位置並びに絶縁膜の厚さを設定することを特徴とする液晶表示装置の焼き付き防
止方法。
【０１８２】
　（付記９）　相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、
　前記第１及び第２の基板間に封入された液晶と、
　前記第１の基板に形成されたゲートバスライン及びデータバスラインと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインに接続された薄膜トランジスタと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより区画される画素領域内に形成さ
れた複数の副画素電極と、
　前記複数の副画素電極のうちの少なくとも１つと容量結合し、前記データバスラインか
ら前記薄膜トランジスタを介して表示電圧が印加される制御電極と、
　前記第２の基板に形成されて前記第１の基板の複数の副画素電極に対向するコモン電極
とを有する液晶表示装置において、
　前記制御電極と容量結合した副画素電極と、前記薄膜トランジスタに接続された副画素
電極との間が、抵抗体を介して接続されていることを特徴とする液晶表示装置。
【０１８３】
　（付記１０）　前記抵抗体の抵抗値が、前記制御電極と容量結合した副画素電極と前記
コモン電極との間の抵抗ＲLCの抵抗値の１００倍以下であることを特徴とする付記９に記
載の液晶表示装置。
【０１８４】
　（付記１１）　前記抵抗体の抵抗値が、前記制御電極と容量結合した副画素電極の１フ
レーム期間における電圧保持率が５０％以上となるように設定されていることを特徴とす
る付記９に記載の液晶表示装置。
【０１８５】
　（付記１２）　前記抵抗体が、シリコンにより形成されていることを特徴とする付記９
に記載の液晶表示装置。
【０１８６】
　（付記１３）　前記抵抗体が前記複数の副画素電極間を分離するスリットに沿って土手
状に形成され、該抵抗体が液晶分子の傾斜方向を決めるドメイン規制用構造物の少なくと
も一部を構成することを特徴とする付記９に記載の液晶表示装置。
【０１８７】
　（付記１４）　相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、
　前記第１及び第２の基板間に封入された液晶と、
　前記第１の基板に形成されたゲートバスライン及びデータバスラインと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインに接続された薄膜トランジスタと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより区画される画素領域内に形成さ
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れた複数の副画素電極と、
　前記複数の副画素電極のうちの少なくとも１つと容量結合し、前記データバスラインか
ら前記薄膜トランジスタを介して表示電圧が印加される制御電極と、
　一定の電位に保持され、前記制御電極との間で補助容量を構成する補助容量バスライン
とを有する液晶表示装置において、
　前記制御電極と容量結合した副画素電極と前記補助容量バスラインとの間、又は前記制
御電極と容量結合した副画素電極と前記薄膜トランジスタに接続した副画素電極との間に
、前記薄膜トランジスタが接続されたゲートバスラインとは別のゲートバスラインに流れ
る信号で駆動するスイッチング素子を有することを特徴とする液晶表示装置。
【０１８８】
　（付記１５）　前記スイッチング素子が薄膜トランジスタであることを特徴とする付記
１４に記載の液晶表示装置。
【０１８９】
　（付記１６）　相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、
　前記第１及び第２の基板間に封入された液晶と、
　前記第１の基板に形成されたゲートバスライン及びデータバスラインと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインに接続された薄膜トランジスタと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより区画される画素領域内に形成さ
れた複数の副画素電極と、
　前記複数の副画素電極のうちの少なくとも１つと容量結合し、前記データバスラインか
ら前記薄膜トランジスタを介して表示電圧が印加される制御電極と、
　一定の電位に保持され、前記制御電極との間で第１の補助容量を構成する補助容量バス
ラインとを有する液晶表示装置の焼き付き防止方法であって、
　前記制御電極と容量結合した副画素電極と前記コモン電極との間の容量に並列に第２の
補助容量を形成することを特徴とする液晶表示装置の焼き付き防止方法。
【０１９０】
　（付記１７）　相互に対向して配置された第１及び第２の基板と、
　前記第１及び第２の基板間に封入された液晶と、
　前記第１の基板に形成されたゲートバスライン及びデータバスラインと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインに接続された薄膜トランジスタと、
　前記ゲートバスライン及び前記データバスラインにより区画される画素領域内に形成さ
れた複数の副画素電極と、
　前記複数の副画素電極のうちの少なくとも１つと容量結合し、前記データバスラインか
ら前記薄膜トランジスタを介して表示電圧が印加される制御電極と、
　一定の電位に保持され、前記制御電極との間で第１の補助容量を構成する補助容量バス
ラインと、
　前記制御電極と容量結合する副画素電極と電気的に接続し、前記補助容量バスラインと
の間で第２の補助容量を構成する補助容量電極と
　を有することを特徴とする液晶表示装置。
【０１９１】
　（付記１８）　前記補助容量電極が、前記制御電極と前記補助容量バスラインとの間の
層に形成されていることを特徴とする付記１７に記載の液晶表示装置。
【図面の簡単な説明】
【０１９２】
【図１】図１（ａ），（ｂ）は、ＭＶＡ型液晶表示装置の一例を示す模式断面図である。
【図２】図２は、液晶表示装置の画面を正面から見たときのＴ－Ｖ（透過率－電圧）特性
と、上６０°の方向から見たときのＴ－Ｖ特性とを示す図である。
【図３】図３は、容量結合によるＨＴ法を実現する液晶表示装置のＴＦＴ基板の一例を示
す平面図である。
【図４】図４は、図３のＩ－Ｉ線による断面図である。
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【図５】図５は、図３に示す液晶表示装置の１画素を示す等価回路図である。
【図６】図６は、特許第３０７６９３８号の明細書に開示された液晶表示装置を示す平面
図である。
【図７】図７（ａ）～（ｃ）は、焼き付きの程度を測定する試験方法を示す模式図（その
１）である。
【図８】図８は、焼き付きの程度を測定する試験方法を示す模式図（その２）である。
【図９】図９は、フローティング副画素電極を備えた液晶表示装置の１画素を示す平面図
である。
【図１０】図１０（ａ）は図９のII－II線の位置における模式断面図、図１０（ｂ）は図
９のIII －III 線の位置における模式断面図、図１０（ｃ）は図９のＩＶ－ＩＶ線の位置
における模式断面図、図１０（ｄ）は図９のＶ－Ｖ線の位置における模式断面図である。
【図１１】図１１は、フローティング副画素電極により構成される副画素の等価回路を示
す図である。
【図１２】図１２は、液晶層に表示電圧が印加されたとき（液晶ＯＮ）のΔＶｓとΔＶLC

2 との関係と、液晶層に表示電圧が印加されていないとき（液晶ＯＦＦ）のΔＶｓとΔＶ

LC2 との関係とを示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の第１の実施形態に係る液晶表示装置を示す平面図である。
【図１４】図１４（ａ）は図１３のＶＩ－ＶＩ線による断面図、図１４（ｂ）は図１３の
ＶII－ＶII線による断面図である。
【図１５】図１５は、第１の実施形態の変形例１の液晶表示装置を示す平面図である。
【図１６】図１６は。図１５のＶIII －ＶIII 線による断面図である。
【図１７】図１７は、第１の実施形態の変形例２の液晶表示装置を示す平面図である。
【図１８】図１８は、図１７のＩＸ－ＩＸ線による断面図である。
【図１９】図１９は、第１の実施形態の変形例３の液晶表示装置を示す平面図である。
【図２０】図２０は。図１９のＸ－Ｘ線による断面図である。
【図２１】図２１は、第１の実施形態の変形例４の液晶表示装置を示す平面図である。
【図２２】図２２は、第１の実施形態の変形例５の液晶表示装置を示す平面図である。
【図２３】図２３は、第１の実施形態の変形例６の液晶表示装置を示す平面図である。
【図２４】図２４は、第１の実施形態の変形例７の液晶表示装置を示す平面図である。
【図２５】図２５は、本発明の第２の実施形態の原理を示す図である。
【図２６】図２６は、Ｒg ／Ｒd とフローティング副画素電極の最終到達電位との関係を
示す図である。
【図２７】図２７は、フローティング副画素電極とゲートバスライン及びデータバスライ
ンとの間の抵抗を調整する方法を示す液晶表示装置の画素部の模式平面図である。
【図２８】図２８は、同じくその模式断面図である。
【図２９】図２９は、制御電極とフローティング副画素電極との間の抵抗ＲC とフローテ
ィング副画素電極とコモン電極との間の抵抗ＲLC2 に対する焼き付き電圧の依存性（ＤＣ
電圧倍率）を計算した結果を示す図である。
【図３０】図３０は、同じくその計算値を示す図である。
【図３１】図３１は、ＲC ／ＲLC2 と白表示部及び黒表示部の副画素電極の電位差との関
係を示す図である。
【図３２】図３２は、フローティング副画素電極とＴＦＴに直結した副画素電極とを示す
等価回路図である。
【図３３】図３３は、フローティング副画素電極とＴＦＴに直結した副画素電極との間の
抵抗Ｒと、１フレーム期間（ｔ＝１６．６msec）における電圧保持率との関係を示す図で
ある。
【図３４】図３４は、本発明の第３の実施形態の液晶表示装置のＴＦＴ基板を示す平面図
である。
【図３５】図３５は、同じくその断面図である。
【図３６】図３６は、第３の実施形態の変形例１の液晶表示装置を示す平面図である。
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【図３７】図３７は、同じくその断面図である。
【図３８】図３８は、本発明の第４の実施形態の液晶表示装置を示す平面図である。
【図３９】図３９は、図３８のＸＩ－ＸＩ線における断面図である。
【図４０】図４０は、第４の実施形態の液晶表示装置の１画素を示す等価回路図である。
【図４１】図４１は、第４の実施形態の液晶表示装置の変形例１を示す平面図である。
【図４２】図４２は、第４の実施形態の変形例１の液晶表示装置の１画素を示す等価回路
図である。
【図４３】図４３は、本発明の第５の実施形態の原理を示す画素の回路図である。
【図４４】図４４は、ＲC ／ＲLC2 と、白表示部及び黒表示部のフローティング副画素電
極の電位差との関係を示す図である。
【図４５】図４５は第５の実施形態の液晶表示装置を示す平面図である。
【図４６】図４６は、図４５のＸII－ＸII線による断面図である。
【符号の説明】
【０１９３】
　１０…ＴＦＴ基板、
　１２…画素電極、
　１４，２４，６２，７４，１２２，１３４，３２２，３３５…配向膜、
　２０…対向基板、
　２２，７３，１３３，３３３…コモン電極、
　２３，２３１，３３１，３３４…突起（ドメイン規制用構造物）、
　３０，８０，１４０…液晶、
　５１，７１，１１１，１３１，２１１，３１１，３３１…ガラス基板、
　５２，１１２，２１２，３１２…ゲートバスライン、
　５３，１１３，２１３，３１３…補助容量バスライン、
　５４，６０，１１４，１２０，２１４，２２０，３１４，３２０…絶縁膜、
　５５，１１５，２１５，３１５…データバスライン、
　５６，９０，９３，１１６，２１６，３１６，４１１，４２１，４２２…ＴＦＴ、
　５７，９２ａ～９２ｄ，１１８，１３２，２１８，３１８，５１１…制御電極、
　５８，１３４，５１２…補助容量電極、
　５９，１３３，２１９，３１９…配線、
　６１ａ，６１ｂ，９１ａ～９１ｄ，１２１ａ～１２１ｃ、１３６ａ，１３６ｂ，１５１
ａ，１５１ｂ，２２１ａ～２２１ｄ，３２１ａ～３２１ｄ…副画素電極、
　７１，１３２，３３２…カラーフィルタ、
　１３１ａ，１３１ｂ，１３８ａ，１３８ｂ，１４２ａ，１４２ｂ，１４３，１４５，１
４６…シールドパターン、
　３２３，３２４…高抵抗の接続部。
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】



(30) JP 4361844 B2 2009.11.11

【図１６】 【図１７】
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